
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
会
等
の
事
務
の
委
託
（
二
件
） 

（
震
災
援
護
室
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

二

〇
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
同
意
の
届
出
の
審
査
結
果
（
特
定
第
一
号
漁

　

業
者
） 

（
農
林
水
産
経
営
支
援
課
）　

　

二

〇
平
成
二
十
年
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
七
号
（
漁
場
設
定
計
画
の
決
定
）
の
一
部
変

　

更 

（
水
産
業
振
興
課
）　

　

二

〇
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
変
更
の
届
出 

（
建
築
安
全
推
進
室
）　

　

三

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定

　

（
二
件
） 

（
震
災
廃
棄
物
対
策
課
）　

　

三

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

三

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

三

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
一
号

　

県
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

利
府
町
の
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
会
等
の
事
務
を
次
の
規
約
に
よ
り
受
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

利
府
町
と
宮
城
県
と
の
間
の
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
会
等
の
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約

　

（
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
会
等
の
事
務
の
委
託
）

第
一
条　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
利

府
町
は
、
そ
の
事
務
と
し
て
行
う
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第

一
条
に
規
定
す
る
災
害
弔
慰
金
及
び
災
害
障
害
見
舞
金
の
支
給
の
た
め
の
審
査
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
（
以
下

「
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
会
」
と
い
う
。）
の
設
置
及
び
そ
の
運
営
並
び
に
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
会
へ
の
諮

問
等
（
以
下
「
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
会
等
の
事
務
」
と
い
う
。）
を
宮
城
県
に
委
託
す
る
。

　

（
委
託
事
務
の
範
囲
）

第
二
条　

前
条
の
規
定
に
よ
り
宮
城
県
に
委
託
す
る
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
会
等
の
事
務
（
以
下
「
委
託
事
務
」
と

い
う
。）
の
範
囲
は
、
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び

こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。）に
よ
る
死
亡
又
は
障
害
で
あ
る
か
否
か
を
審
査
す
る
た

め
の
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
会
の
設
置
及
び
そ
の
運
営
並
び
に
当
該
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
会
へ
の
諮
問
等
と

す
る
。

　

（
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
方
法
）

第
三
条　

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
規
程
（
以
下
「
条
例
等
」
と

い
う
。）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
委
託
事
務
に
要
す
る
経
費
の
負
担
等
）

第
四
条　

委
託
事
務
に
要
す
る
経
費
は
、
利
府
町
が
負
担
す
る
。

２　

前
項
の
経
費
の
算
定
の
方
法
並
び
に
交
付
の
方
法
及
び
そ
の
時
期
は
、利
府
町
と
宮
城
県
と
が
協
議
し
て
定
め
る
。

　

（
補
則
）

第
五
条　

宮
城
県
知
事
は
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
関
す
る
条
例
等
を
制
定
し
、
改
正
し
、
又
は
廃
止
し
た
と

き
は
、
直
ち
に
利
府
町
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
会
等
の
事
務
の
委
託
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
利

府
町
と
宮
城
県
と
が
協
議
し
て
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
約
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
府
町
と
宮
城
県
と
の
協
議
の
成
立

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
二
号

　

県
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

南
三
陸
町
の
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
会
等
の
事
務
を
次
の
規
約
に
よ
り
受
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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南
三
陸
町
と
宮
城
県
と
の
間
の
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
会
等
の
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約

　

（
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
会
等
の
事
務
の
委
託
）

第
一
条　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
南

三
陸
町
は
、
そ
の
事
務
と
し
て
行
う
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
八
十
二
号
）

第
一
条
に
規
定
す
る
災
害
弔
慰
金
及
び
災
害
障
害
見
舞
金
の
支
給
の
た
め
の
審
査
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
（
以

下
「
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
会
」
と
い
う
。）
の
設
置
及
び
そ
の
運
営
並
び
に
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
会
へ
の

諮
問
等
（
以
下
「
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
会
等
の
事
務
」
と
い
う
。）
を
宮
城
県
に
委
託
す
る
。

　

（
委
託
事
務
の
範
囲
）

第
二
条　

前
条
の
規
定
に
よ
り
宮
城
県
に
委
託
す
る
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
会
等
の
事
務
（
以
下
「
委
託
事
務
」
と

い
う
。）
の
範
囲
は
、
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び

こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。）に
よ
る
死
亡
又
は
障
害
で
あ
る
か
否
か
を
審
査
す
る
た

め
の
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
会
の
設
置
及
び
そ
の
運
営
並
び
に
当
該
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
会
へ
の
諮
問
等
と

す
る
。

　

（
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
方
法
）

第
三
条　

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
規
程
（
以
下
「
条
例
等
」
と

い
う
。）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
委
託
事
務
に
要
す
る
経
費
の
負
担
等
）

第
四
条　

委
託
事
務
に
要
す
る
経
費
は
、
南
三
陸
町
が
負
担
す
る
。

２　

前
項
の
経
費
の
算
定
の
方
法
並
び
に
交
付
の
方
法
及
び
そ
の
時
期
は
、
南
三
陸
町
と
宮
城
県
と
が
協
議
し
て
定
め

る
。

　

（
補
則
）

第
五
条　

宮
城
県
知
事
は
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
関
す
る
条
例
等
を
制
定
し
、
改
正
し
、
又
は
廃
止
し
た
と

き
は
、
直
ち
に
南
三
陸
町
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
会
等
の
事
務
の
委
託
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
南

三
陸
町
と
宮
城
県
と
が
協
議
し
て
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
約
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
南
三
陸
町
と
宮
城
県
と
の
協
議
の
成

立
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た

次
の
加
入
区
に
係
る
特
定
第
一
号
漁
業
者
の
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
五
号

第2304号　平成23年11月４日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
八
〇
〇
〇
九
八

〇
四
一
二
二
〇
〇
二
六
三

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

角
田
角
田
市
角
田
字
扇
町
十

一－

五

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

大
河
原

柴
田
郡
大
河
原
町
字
新

青
川
十
一－

十
二

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

同
行
援
護

同
行
援
護

設
置
者
名

株
式
会
社
ニ
チ

イ
学
館

株
式
会
社
ニ
チ

イ
学
館

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

十
一
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
一
月
一
日

加
入
区
の

名　
　

称

宮
城
県
第

二
十
加
入

区宮
城
県
第

五
十
七
加

入
区

水　
　

域

共
第
百
十

二
号
漁
業

権
の
漁
場

の
区
域

共
第
百
三

十
一
号
及

び
共
第
百

三
十
二
号

漁
業
権
の

漁
場
の
区

域

区　
　

域

宮
城
県
漁

業
協
同
組

合
の
北
上

町
十
三
浜

支
所
の
地

区
（
海
岸

線
沖
合
百

メ
ー
ト
ル

未
満
の
区

域
）

宮
城
県
漁

業
協
同
組

合
の
石
巻

地
区
支
所

の
地
区
の

う
ち
田
代

浜
の
区
域

（
海
岸
線

沖

合

百

メ
ー
ト
ル

未
満
の
区

域
）

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三

年
十
月
二
十

一
日

平
成
二
十
三

年
十
月
二
十

一
日

発
起
人
の
住
所
及
び

氏
名　
　
　
　
　
　

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜

字
石
生
百
三
十
六－

七

十
三
武
山　

慶
喜

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜

字
大
室
八
十
七－

二

佐
々
木
重
利

石
巻
市
田
代
浜
字
大
泊

五
十
三

濱　
　
　

温

石
巻
市
田
代
浜
字
敷
島

九尾
形
千
賀
夫

漁
業
の
種
類

漁
業
災
害
補

償
法
施
行
令

（
昭
和
三
十

九
年
政
令
第

二
百
九
十
三

号
）
第
五
条

に
規
定
す
る

あ
わ
び
を
と

る
漁
業

漁
業
災
害
補

償
法
施
行
令

（
昭
和
三
十

九
年
政
令
第

二
百
九
十
三

号
）
第
五
条

に
規
定
す
る

あ
わ
び
を
と

る
漁
業

特
定
第
一
号

漁
業
者
数

二
百
六
十
三

人十
七
人



　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
宮
城
県
告
示

第
六
百
十
七
号
（
漁
場
設
定
計
画
の
決
定
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

変
更
し
た
事
項　

別
冊
の
と
お
り

二　

変
更
に
係
る
免
許
予
定
年
月
日　

平
成
二
十
四
年
二
月
七
日

三　

変
更
に
係
る
申
請
期
間　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
一
月
六
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
号

　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
構

造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

届
出
者
の
名
称

　
　

一
般
財
団
法
人
日
本
建
築
セ
ン
タ
ー

二　

変
更
後
の
届
出
者
の
住
所

　
　

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
一
丁
目
九
番
地

三　

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
七
日

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

災
害
廃
棄
物
処
理
（
そ
の
二
）
業
務
委
託　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

環
境
生
活
部
震
災
廃
棄
物
対
策
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日

四　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

日
本
製
紙
木
材
株
式
会
社　

東
京
都
千
代
田
区
一
ツ

橋
一
丁
目
二
番
二
号

五　

契
約
金
額　

六
億
四
千
五
十
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の

二
第
一
項
第
五
号
該
当

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

災
害
廃
棄
物
処
理
業
務
（
石
巻
ブ
ロ
ッ
ク
）　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

環
境
生
活
部
震
災
廃
棄
物
対
策
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
三
年
九
月
一
日

四　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

鹿
島
・
清
水
・
西
松
・
佐
藤
・
飛
島
・
竹
中
土
木
・

若
築
・
橋
本
・
遠
藤
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体　

代
表
者　

鹿
島
建
設
株
式
会
社
東
北
支
店　

仙
台
市
青
葉
区
二

日
町
一
番
二
十
七
号

五　

契
約
金
額　

一
千
九
百
二
十
三
億
六
千
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の

二
第
一
項
第
五
号
該
当

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日

 

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
五
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日
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一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
塩
浪
三
十
四
番
の
一
部

　

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
河
原
五
十
一
番
地
一

 

松
川　

利
守　
　
　
　
　
　
　
　



 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　
　
　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
二
老
人
保
健
施
設
リ
バ
ー
サ
イ
ド
春
圃
の
項
中
「
気
仙
沼
市
錦
町
二
丁
目
五
二
番
九
号
」
を
「
気
仙
沼

市
浪
板
一
四
〇
番
地
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
社
会
福
祉
法
人
陽
光
福
祉
会
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
エ
コ
ー
が
丘
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
潮
音
荘 

同　

市
青
葉
区
国
見
六
丁
目
八
七
番
一
号　
　

　

別
表
第
二
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
潮
音
荘
の
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
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